
根室市教育委員会訓令第３号 

 

根室市立学校職員服務規程の一部を改正する訓令をここに公布する。 

 

  令和７年１０月２３日 

 

根室市教育委員会  

教育長  波  岸  克  泰  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和７年１０月２３日  

根室市教育委員会訓令第３号  

 

根室市立学校職員服務規程の一部を改正する訓令  

 

根室市立学校職員服務規程（昭和 49年根室市教育委員会訓令第１号）

の一部を次のように改正する。  

第 16条第４項中「子育て部分休暇承認請求書」を「子育て部分休暇

簿」に改め、「あらかじめ」を削る。  

別記第15号の３様式を次のように改める。  

別記第15号の３様式（第16条関係）  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



附 則  

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の根室市立学校職員服務規

程の規定は、令和７年１０月１日から適用する。  

 

 


